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Ｊ
ア
ラ
ー
ト

全
国
瞬
時

全
国
瞬
時

　
警
報
シ
ス
テ
ム
の

　
警
報
シ
ス
テ
ム
の

　
　
　
　
　
試
験
放
送

　
　
　
　
　
試
験
放
送

　
市
で
は
、
国
と
合
同
で
地
震
や
弾
道
ミ

サ
イ
ル
発
射
な
ど
の
緊
急
情
報
を
知
ら
せ

る
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ

ー
ト
）の
試
験
放
送
を
し
ま
す
。音
声
は
、

市
内
に
設
置
し
て
い
る
防
災
行
政
無
線
か

ら
放
送
し
ま
す
。

と　
き　
８
月
２８
日
（
水
）　
午
前
１１
時

ご
ろ

内　
容　
（
上
り
チ
ャ
イ
ム
音
）「
こ
れ

は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
（
３
回

繰
り
返
す
）」、「
こ
ち
ら
は
、
防
災
小
平

で
す
」（
下
り
チ
ャ
イ
ム
音
）

※
防
災
行
政
無
線
で
放
送
し
た
内
容
は
、

試
験
放
送
実
施
後
か
ら
一
定
時
間
、
電
話

で
確
認
で
き
ま
す
（
自
動
音
声
応
答
サ
ー

ビ
ス
☎
０４２
（
３
４
１
）
０
７
９
３
）。

問
合
せ　
防
災
危
機
管
理
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
１
９

会
計
年
度
任
用
職
員 

(

ア
シ
ス
タ
ン
ト
職)

募
集

小
学
校
給
食
調
理
員

勤
務
内
容　
小
学
校
給
食
（
自
校
方
式
）

の
調
理
お
よ
び
洗
浄

勤
務
期
間　
９
月
〜
令
和
７
年
３
月
の
給

食
実
施
日

勤
務
時
間　
週
２
日
〜
４
日　
午
前
８
時

３０
分
〜
午
後
４
時
（
１
時
間
休
憩
あ
り
）

勤
務
場
所　
小
平
第
五
小
学
校
、
小
平
第

八
小
学
校
、
小
平
第
九
小
学
校
、
小
平
第

十
小
学
校
、
小
平
第
十
五
小
学
校
の
い
ず

れ
か

報　
酬　
時
給
１
千
百
９０
円

申
込
み　
問
合
せ
先
へ
連
絡
の
う
え
、
小

平
市
会
計
年
度
任
用
職
員
（
ア
シ
ス
タ
ン

ト
職
）
登
録
申
込
書
ま
た
は
履
歴
書
（
写

真
貼
付
が
あ
る
も
の
）
を
持
参

※
登
録
申
込
書
は
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
ＩＤ
１
１
０
６
５
８
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

問
合
せ　
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
（
３

４
５
）
２
８
２
１

審
議
会
な
ど
の

審
議
会
な
ど
の

　
　
委
員
を
募
集

　
　
委
員
を
募
集

▪
地
区
ま
ち
づ
く
り
審
議
会

　
市
民
委
員
と
し
て
、
身
近
な
地
区
の
ま

ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
項
を
審
議
し
ま

す
。

応
募
資
格　
市
内
在
住
で
１８
歳
以
上
の
方

※
ほ
か
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委
員
は
兼

務
で
き
ま
せ
ん
。

募
集
人
数　
３
人

任　
期　
１１
月
〜
令
和
８
年
１０
月（
予
定
）

報　
酬　
１
万
２
千
円
（
日
額
）

申
込
み　
９
月
３
日
（
火
）
ま
で
（
必
着
）

に
、
Ａ
４
判
用
紙（
縦
横
自
由
）に
応
募
の

理
由
と
「
市
民
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
身

近
な
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
」を
、

図
表
を
含
ま
ず
に
合
わ
せ
て
８
百
字
程
度

に
ま
と
め
、住
所
、氏
名
、年
齢
、電
話
番

号
、
ほ
か
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委
員
で

は
な
い
旨
を
記
入
の
う
え
、
問
合
せ
先
へ

（
送
付・フ
ァ
ク
シ
ミ
リ・電
子
メ
ー
ル
可
）

※
応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

定
額
減
税
補
足
給
付
金

（
調
整
給
付
金
）

　
令
和
６
年
度
に
実
施
し
て
い
る
定
額
減

税
に
お
い
て
、
定
額
減
税
し
き
れ
な
い
と

見
込
ま
れ
る
方
に
対
し
て
、
定
額
減
税
し

き
れ
な
い
額
を
基
に
算
定
し
た
額
を
、
調

整
給
付
金
と
し
て
支
給
し
ま
す
。

※
対
象
の
方
に
は
、
８
月
中
旬
ご
ろ
に
確

認
書
を
送
付
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入

し
、
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
確
認
書
に
記
載
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み

取
り
、
取
得
し
た
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
利
用
す
る
こ

と
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
も
可
能
で
す
。

※
令
和
６
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た

方
は
、
令
和
６
年
１
月
１
日
時
点
で
住
民

登
録
の
あ
っ
た
自
治
体
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
ＩＤ
１
１
３
３
４
２
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　
１０
月
３１
日
（
木
）
ま
で
（
消

印
有
効
）

確
認
書
な
ど
の
送
付
先　
〒
１７６
︱
０
０
１

２　
練
馬
区
豊
玉
北
３
︱
２１
︱
７
ア
リ
ア

ス
桜
台
６
階　
小
平
市
調
整
給
付
金
担
当

問
合
せ　
小
平
市
重
点
支
援
給
付
金
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
１
２
０
（
９
０
７
）
４

３
４
（
平
日
の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
１５

分
）申

請
期
限
は
８
月
３１
日（
土
）

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等

価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金

価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金

▪
令
和
５
年
度
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
へ

の
給
付

対　
象　
令
和
５
年
１２
月
１
日
時
点
で
小

平
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
世
帯
全
員
が

令
和
５
年
度
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
者

ま
た
は
均
等
割
の
み
課
税
者
お
よ
び
均
等

割
非
課
税
者
で
構
成
さ
れ
る
世
帯

支
給
額　
１
世
帯
あ
た
り
１０
万
円

※
１
世
帯
１
回
限
り
。

※
申
請
書
が
必
要
な
方
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
、
小
平
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
ＩＤ
１
１
０
６
６
４
）
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

▪
こ
ど
も
加
算

対　
象　
令
和
５
年
１２
月
１
日
時
点
で
小

平
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
世
帯
全
員
の

令
和
５
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
ま
た
は

均
等
割
の
み
課
税
で
、
同
一
世
帯
に
１８
歳

以
下
（
平
成
１７
年
４
月
２
日
生
ま
れ
以

降
）
の
児
童
が
い
る
世
帯

※
令
和
５
年
１２
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

新
生
児
、
別
世
帯
で
扶
養
し
て
い
る
児
童

が
い
る
場
合
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

支
給
額　
児
童
１
人
あ
た
り
５
万
円

※
同
一
児
童
に
つ
い
て
１
回
限
り
。

※
申
請
書
が
必
要
な
方
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
、
小
平
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
ＩＤ
１
１
０
８
３
３
）
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

︱
︱
共　
通
︱
︱

申
請
期
限　
８
月
３１
日
（
土
）
ま
で
（
消

印
有
効
）

申
請
書
な
ど
の
送
付
先　
〒
１７６
︱
０
０
１

２　
練
馬
区
豊
玉
北
３
︱
２１
︱
７
ア
リ
ア

ス
桜
台
６
階　
小
平
市
重
点
支
援
給
付
金

担
当

問
合
せ　
小
平
市
重
点
支
援
給
付
金
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
１
２
０
（
９
０
７
）
４

３
４
（
平
日
の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
１５

分
）

問
合
せ　
都
市
計
画
課
（
〒
１８７
︱
８
７
０

１　
小
平
市
役
所
）
☎
０４２
（
３
４
６
）
９

５
５
４
、
V‌

０４２
（
３
４
６
）
９
５
１
３
、

Atoshikeikaku@city.kodaira.lg.jp

▪
緑
化
推
進
委
員

　
緑
の
保
護
と
緑
化
の
推
進
を
、
市
民
の

視
点
か
ら
幅
広
く
検
討
し
ま
す
。

応
募
資
格　
市
内
に
１
年
以
上
在
住
・
在

勤
・
在
学
の
方

※
ほ
か
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委
員
は
応

募
で
き
ま
せ
ん
。

募
集
人
数　
６
人

任　
期　
令
和
８
年
３
月
ま
で

※
会
議
は
年
４
回
程
度
で
す
。

謝　
礼　
１
万
２
千
円
（
日
額
）

申
込
み　
８
月
３０
日
（
金
）
ま
で
（
必
着
）

に
、
Ａ
４
判
用
紙
（
縦
横
自
由
）
に
「
小

平
の
み
ど
り
が
抱
え
る
課
題
と
そ
の
解
決

策
に
つ
い
て
」を
テ
ー
マ
に
し
た
作
文（
８

百
字
程
度
）、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電

話
番
号
を
記
入
の
う
え
、
問
合
せ
先
へ
送

付
（
電
子
メ
ー
ル
可
）

※
選
考
結
果
は
応
募
者
全
員
に
通
知
し
ま

す
。
応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

問
合
せ　
水
と
緑
と
公
園
課（
〒
１８７
︱
８

７
０
１　
小
平
市
役
所
）☎
０４２（
３
４
６
）

９
８
３
０
、
Akoen@city.kodaira.lg.

jp

審
議
会
な
ど
の
日
程

審
議
会
な
ど
の
日
程

　
そ
れ
ぞ
れ
傍
聴
で
き
ま
す
。
Ｗウ

ェ

ブ

Ｅ
Ｂ
会

議
は
、
委
員
が
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
で

出
席
す
る
会
議
で
、
会
場
の
モ
ニ
タ
ー
で

傍
聴
で
き
ま
す
。
な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
の
傍
聴
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
会
議
録
は
後
日
、
市
政
資
料
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
１
階
）、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

▪
教
育
委
員
会
定
例
会

と　
き　
８
月
１５
日
（
木
）　
①
午
前
１０

時
３０
分
か
ら
、
②
午
後
２
時
か
ら

と
こ
ろ　
市
役
所
６
階
大
会
議
室

定　
員　
①
２０
人
、
②
４０
人

申
込
み　
当
日
、
①
は
午
前
１０
時
１０
分
か

ら
、
②
は
午
後
１
時
４０
分
か
ら
、
会
場
で

受
付
（
先
着
順
）

※
教
科
用
図
書
に
関
す
る
協
議
事
項
や
議

案
は
②
の
予
定
で
す
。

問
合
せ　
教
育
総
務
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
６
８

▪
環
境
審
議
会

と　
き　
８
月
１９
日
（
月
）　
午
前
９
時

３０
分
〜
１１
時
３０
分

と
こ
ろ　
市
役
所
５
階
５
０
４
会
議
室

定　
員　
１０
人

申
込
み　
当
日
、
会
場
へ
（
先
着
順
）

問
合
せ　
環
境
政
策
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
８
１
８

▪
地
域
自
立
支
援
協
議
会

と　
き　
８
月
２１
日
（
水
）　
午
後
２
時

〜
４
時

と
こ
ろ　
福
祉
会
館
市
民
ホ
ー
ル

定　
員　
１０
人

申
込
み　
当
日
、
午
後
１
時
４０
分
か
ら
、

会
場
で
受
付
（
先
着
順
）

問
合
せ　
障
が
い
者
支
援
課
☎
０４２
（
３
１

２
）
１
３
８
５

▪
社
会
教
育
委
員
の
会
議

と　
き　
８
月
２２
日
（
木
）　
午
前
９
時

３０
分
か
ら

と
こ
ろ　
市
役
所
５
階
５
０
４
会
議
室

定　
員　
１０
人

申
込
み　
当
日
、
会
場
へ
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　
地
域
学
習
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
７
４

▪
青
少
年
問
題
協
議
会

と　
き　
８
月
２２
日
（
木
）　
午
後
１
時

３０
分
〜
３
時

と
こ
ろ　
市
役
所
５
階
５
０
３
会
議
室

定　
員　
１０
人

申
込
み　
当
日
、
会
場
へ
（
先
着
順
）

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
８
１
５

▪
男
女
共
同
参
画
推
進
審
議
会

と　
き　
８
月
２３
日
（
金
）　
午
前
１０
時

か
ら

と
こ
ろ　
市
役
所
５
階
５
０
３
会
議
室

定　
員　
１０
人

申
込
み　
当
日
、
会
場
へ
（
先
着
順
）

問
合
せ　
市
民
協
働
・
男
女
参
画
推
進
課

☎
０４２
（
３
４
６
）
９
６
１
８

▪
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進
委
員
会

（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
）

と　
き　
８
月
２７
日
（
火
）　
午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　
市
役
所
５
階
５
０
３
会
議
室

定　
員　
１０
人

申
込
み　
当
日
、
会
場
へ
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
☎

０４２
（
３
４
６
）
９
５
５
７

固定資産税・都市計画税

市では、８月から１０月にかけて、土地の現況調査をします。市では、８月から１０月にかけて、土地の現況調査をします。
これは、固定資産税・都市計画税を課税するにあたり、土地の利これは、固定資産税・都市計画税を課税するにあたり、土地の利
用状況などを確認するために実施するものです。用状況などを確認するために実施するものです。
期間中、必要に応じて利用状況などを期間中、必要に応じて利用状況などを
お聞きしたり、敷地への立ち入りをしお聞きしたり、敷地への立ち入りをし
たりする場合がありますので、ご協力たりする場合がありますので、ご協力
をお願いします。をお願いします。
※�調査時、職員は固定資産評価補助員※�調査時、職員は固定資産評価補助員
証を携帯しています。証を携帯しています。

問合せ問合せ　税務課☎０４２（３４６）９５２４　税務課☎０４２（３４６）９５２４

土地の現況調査にご協力を

家屋調査にご協力を
市では、令和６年１月２日以降に新築・増築された家屋の調査を市では、令和６年１月２日以降に新築・増築された家屋の調査を
します。します。
これは、令和７年度から新たに固定資産税・都市計画税を課税すこれは、令和７年度から新たに固定資産税・都市計画税を課税す
るにあたり、その基となる評価額を算出するため、家屋に使用さるにあたり、その基となる評価額を算出するため、家屋に使用さ
れている資材や仕上げなどを部屋ごとに確認するものです。れている資材や仕上げなどを部屋ごとに確認するものです。
対象の家屋の所有者には、個別に連絡対象の家屋の所有者には、個別に連絡
をしますので、ご協力をお願いします。をしますので、ご協力をお願いします。
※�調査時、職員は固定資産評価補助員※�調査時、職員は固定資産評価補助員
証を携帯しています。証を携帯しています。

問合せ問合せ　税務課☎０４２（３４６）９５２５　税務課☎０４２（３４６）９５２５

家屋を取り壊した場合、翌年度からその分の固定資産税・都市計家屋を取り壊した場合、翌年度からその分の固定資産税・都市計
画税が課税されなくなります。現地確認をしますので、次の３点画税が課税されなくなります。現地確認をしますので、次の３点
をご連絡ください（すでに滅失登記をされている場合は連絡不要をご連絡ください（すでに滅失登記をされている場合は連絡不要
です）。です）。
▷家屋の所在地番（住居表示の住所）▷家屋の所在地番（住居表示の住所）
▷家屋の所有者の氏名▷家屋の所有者の氏名
▷取り壊し日▷取り壊し日
※�取り壊した家屋が登記されている場合※�取り壊した家屋が登記されている場合
は、建物滅失登記の手続きも必要です。は、建物滅失登記の手続きも必要です。
詳しくは、東京法務局田無出張所（☎０４２詳しくは、東京法務局田無出張所（☎０４２
（４６１）１１３０）へお問い合わせください。（４６１）１１３０）へお問い合わせください。

問合せ問合せ　税務課☎０４２（３４６）９５２５　税務課☎０４２（３４６）９５２５

家屋を取り壊したとき

小平トピックス
（スマートフォン用アプリ）
小平市ホームページの最新情報を
手軽に入手できるアプリです。


